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　自立支援協議会は、平成18年4月に施行された障害者自立支援法（現・障害者総合支援法）に基づき規
定された制度であり、地域で暮らす障害のある方が、住み慣れた地域で安心して生活できるよう、地域福
祉の推進と、それを支える関係機関のネットワークづくりを目的として、都道府県および市町村に位置づ
けられている仕組みです。
　障害者総合支援法第89条第3項には、次のように規定されています。
「関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への支援体制に関する課題につい
て情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について
協議を行う」
　この規定のとおり、自立支援協議会は、個別支援の枠を超え、地域全体としての支援体制の課題を共有
し、関係機関が連携して体制整備を進めるための協議の場として位置づけられています。
　当地域においては、熊谷市・深谷市・寄居町の2市1町による広域設置として運営されており、広域での
協議・連携に加え、各市町単位においても活動が行われてきました。　熊谷市では、大里地域自立支援協
議会熊谷市連絡会を設置した上で、「相談支援連絡会（相談部
会）」「就労部会」「生活部会（暮らしプロジェクト）」「生活部会（子
どもプロジェクト）」「生活部会　子どもプロジェクト（医ケアキッ
ズの会）」といった部会体制を位置づけ、分野別の課題整理や支
援体制の検討に取り組んできました。
　令和８年度より、これらの取り組みが熊谷市単体の体制として
再編・運営されることとなり、市単位での支援体制整備と関係機
関ネットワークの構築が、より一層重要となります。（図参照）
　熊谷市障害者基幹相談支援センターが事務局として、日常の相談支援を丁寧に行うとともに、現場で
把握した課題や傾向を、地域全体の課題として関係機関と共有し、自立支援協議会の枠組みの中で支援
体制づくりにつなげていく役割を担っていきます。
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　平成31年4月1日より、地域における相談支援の中核的な役割を担う「熊谷市障害者基幹相談支援センター」
を開設しています。
　障害者基幹相談支援センターでは、社会福祉士、精神保健福祉士などによる専門の職員が障害をお持ちのご
本人やご家族、関係機関などからの福祉サービスの利用、日常生活上の困りごとなど、さまざまなご相談に応じ
ます。また、障害のある方々が安心して暮らしていけるよう、相談支援事業所や関係機関と連携し、地域における
相談支援の中核的な役割を担っていきます。

　暮らしのことや経済的なこと、将来的なことなど、まずはどこに相談したら良いかわからない方への総合的、
専門的な相談支援を行っています。

熊谷市障害者相談支援センター　管理者　樋口徳久

ここです

　　　　ねん 　      がつはっ こう       だい　     ごう

5 熊谷市障害者基幹相談支援センターをご利用下さい
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1 令和8年度以降の自立支援協議会について
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熊谷市内において、相談支援の中核的な役割を担います。
くまがや し ない　　　　　　　　  そうだん し えん　 ちゅうかくてき　やくわり　  にな

市（または大里地域）からの委託を受けた相談支援事業所が、障害福

祉サービスの利用の有無にかかわらず、幅広い相談に応じています。
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福祉サービスを利用する方に対し、一人の相談支援専門員が担当します。相談支援専門員は、その方々の生活

における解決すべき課題を明確にし、利用者様と話し合いケアプラン（サービス等利用計画）を作成します。
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総合相談・専門相談

熊谷市障害者基幹相談支援センターのご案内
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指定特定相談支援事業所（計画相談支援事業所）
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委託相談支援事業所
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熊谷市障害者基幹相談支援センター
くま がや  し   しょうがいしゃ き　かん そう だん　し  えん
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（土日・祝日、年末年始はお休みです。）

連 携 後方支援
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月曜日～金曜日  ８：３０ ～１７：１５
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熊谷市役所1階  障害福祉課前
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場  所



2 虐待防止センターの今年度の取り組み
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3 社会生活力プログラムの取り組みをご紹介致します
 しゃ かい せい  かつりょく                               と         く                しょうかい  いた

4 ピアカウンセリングのご案内
あんない

　障害当事者のカウンセラーによる相談会です。
お申し込みやお問い合わせは当センターまでお願
い致します。（新型コロナウイルス等の感染症予防
の為、マスク着用等のご協力をよろしくお願い致
します。）

視覚障害者対象
○毎月第1土曜日 午前10時～午前11時30分

し  かく しょうがい  しゃ たい しょう

まいつきだい　　ど よう び ご ぜん　　　じ　　  ご ぜん        じ       ふん

聴覚障害者対象
○毎月第2土曜日　午前10時～午前11時30分
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肢体不自由者対象
○毎月第4金曜日　午後1時30分～午後3時
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障害者虐待防止センターについて
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熊谷市障害者相談支援センターでは障害のある方を虐待から守る為に、障害者虐待にかかわる通報や届
出、支援などの相談を受け付ける「熊谷市障害者虐待防止センター」を熊谷市障害者相談支援センター内
に設置しています。

【対応】通報・届出を受けた場合、障害者の安全を確認し、虐待の事実確認や障害者の保護、養護者への支
　　   援など必要な対応を行います。
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【平　　 日】０４８－５７８－４０２６
【夜間・休日】０４８－５２７－３０２０

へい　　　　　　　じつ

  や　かん　  きゅうじつ

来所での相談は、月曜日・水曜日～日曜日の午前９時から午後５時まで
※休業日及び夜間は、お電話またはFAXによる相談受付となります。

　今年度、虐待防止センターとしてはその活動
の認知度を向上させるため、10月18日に熊谷ス
ポーツ文化公園にて行われました「第36回ふれ
あい広場」にて相談ブースの設置及び啓発活動
を行ってまいりました。
これからも多くの方に虐待防止センターの役
割や障害者虐待防止法を理解して頂けるよう
努めてまいります。

『障害者虐待防止法の基本的な内容』
　　　　　　　　　　　（平成２４年１０月施行）
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「障害者虐待とは…」

①養護者による障害者虐待
②障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
③使用者による障害者虐待
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◎【視覚】熊谷市視覚障害者福祉協会

　今年度は講習会と体験会を計2回実施しました。１回目は１１月２7日
に恒例のクッキング講習会、２回目は２月１８日に茶道体験会を開催致し
ました。
クッキング講習会、茶道体験会それぞれ視覚に頼らず、触覚、聴覚、嗅覚
を活かした豊かな感覚体験となり、自立やQOLの向上に繋がる貴重な
活動となりました。
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◎【聴覚】熊谷市ろう者協会

　令和7年5月31日に、ニットーモールイベント広場におきましてデフリ
ンピックの啓発や手話講座、相談コーナー等を設けた取り組みを開催
致しました。デフリンピックの啓発にあたりましては、応援アンバサダー
である川俣郁美様や地元のデフアスリート親松直人様からの貴重なお
話を頂くことが出来ました。この取り組みをとおして、聴覚障害を抱え
ておられる方々それぞれが、その人らしい生活を実現することに繋が
る「気づき」を得られたのではないかと思っております。

◎【肢体】自立生活センター遊TOピア

　今年度は６月にプチILPとして行った工場見学を含め、全６回のプログラムを実施しました。８月から１０月
の計５回のプログラムでは、公共交通機関を利用した横浜への外出計画をグループ毎に作成し、計画に
沿って実施しました。自ら情報収集し当日を想像した計画を立て実施出来たことは、やりたいことを実現
する楽しさを知り、自分にも出来るという自信にも繋がる貴重な体験となりました。
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  そ 　　　　　じっ  し 　　　　　　　　　   みずか じょうほうしゅうしゅう 　 とう じつ 　　そう  ぞう 　　　　けい  かく 　　  た  　　 じっ　し    で　 き 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  じつ  げん

　　　　 たの 　　　　　　　し 　　　　じ　ぶん 　　　　  で　 き 　　　　　　　　　 じ　しん　　　　  つな 　　　　 き  ちょう 　 たい けん

 　　　 ちょうかく       くま がや    し                 しゃ きょうかい

　　 れい   わ       ねん    がつ         にち 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ひろ　ば

　　　　　　　　　　  けい はつ 　　 しゅ   わ  こう　ざ 　  そう だん　　　　　　　　　  とう　　 もう  　　　　　と 　　　く 　　　　　かい  さい

いた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  けい はつ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  おう えん

 　　　　　　 かわ また いく   み  さま 　　　じ  もと 　　　　　　　　　　　　　　　　　おや まつ なお　と  さま 　　　　　　　き ちょう

はなし 　いただ 　　　　　　　　  で　き 　　　　　　　　　　　　　 と　　　 く 　　　　　　　　　　　　　　 ちょうかくしょうがい 　　かか 

　　　　　　　　　　　 かた  がた 　　　　　　　　　　　　　　　　　ひと 　　　　　　　せい かつ 　　じつ  げん 　　　　　　　　　　  つな 　　

　　　　き　　　　　　　　　え　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 おも

　当センターでは、障害のある方がご自身で出来ることを増やす、あるいは適切なサポートを活用して
自立し、QOL（生活の質）の高い生活が営めるようになることを目指した研修会等をお手伝いさせて
頂いております（肢体・視覚・聴覚に分かれて実施しています）。

       とう                                            しょうがい                   かた               じ  しん         で    き                               ふ                                             てき せつ                                        かつ よう

 じ   りつ                              せい かつ        しつ            たか       せい かつ      いとな                                                                  め    ざ              けんしゅうかいとう                て   つだ

いただ                                          し   たい      し  かく   ちょうかく        わ                       じっ  し

　    こん   ねん　 ど 　　ぎゃくたい  ぼう　 し 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かつ  どう

　　　にん　ち　  ど 　　　 こう  じょう 　　　　　　　　　　　　　　　　  がつ　　　  にち　　　 くま  がや

　　　　　　　　ぶん　か　こう  えん 　　　　　 おこな 　　　　　　　　　　　　　　だい 　　　　かい

　　　　　  ひろ　 ば 　　　　　　　 そう  だん 　　　　　　　　　　 せっ 　ち 　およ 　　　けい  はつ　かつ  どう

　　 おこな

　　　　　　　　　　　　　  おお 　　　　　　かた　　   ぎゃくたい   ぼう　 し 　　　　　　　　　　　　　　 やく

 わり　　　しょう がい  しゃ ぎゃく たい  ぼう 　し　 ほう 　　　  り　 かい 　　　　　 いただ

つと
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